
1 開　　　会

2 会長挨拶

3 審議事項

（２）　　平成２９年度　決算報告に関する件（資料２）

（４）　　平成３０年度　役員選任に関する件（資料４）

4

5 閉　　　会

平成３０年度　

庄内学区安全・安心ネットワーク総会次第

　　　　　　日　　時　　　　平成３０年５月１３日（日）

　　　　　　　　　　　　　　　午前１０時～

（１）　庄内夏まつり（自主警備）

　　　平成３０年７月２８日（土）　　　　　　庄内小学校校庭他

　　　　　　場　　所　　　　高松公民館

（１）　　平成２９年度事業報告に関する件（資料１）

（３）　　平成２９年度　監査報告に関する件（資料３）

（５）　　平成３０年度　事業計画（案）に関する件（資料５）

（６）　　平成３０年度　収支予算(案)に関する件（資料６）

報告・確認・依頼事項事項

　　　平成３０年８月２６日（日）　１０時～庄内小学校校庭他

（５）　　その他

（２）　防災デイキャンプ

（３）　まほろば祭り

（４）　青パト講習会について

　　　　 

　　　平成３０年１０月２８日（日）



月 事　　業　　内　　容

４月 庄内保育園入園式

庄内小学校始業式にあわせた見守り活動

高松中学校　入学式

庄内小学校　入学式・庄内ひかりクラブ　入所式

庄内学区連合町内会　総会

岡山西警察署管内青パト隊長会議

交通安全啓発活動（和田モータース前）

5月 役員会
総会

6月 宗治祭　自主警備
庄内小学校　不審者侵入訓練・防犯教室

地域教育懇談会

７月 庄内学区連合町内会　臨時総会

青色防犯パトロール実施者講習会

役員会

庄内夏祭り　自主警備

８月 自主防犯パトロール隊合同会議（岡山西警察署）

防災デイキャンプ　防災実習（庄内小学校校庭）

９月 庄内小学校始業式にあわせた朝の挨拶運動と見守り活動

交通安全啓発活動（和田モータース前）

高松地区安全・安心ネットワーク連絡協議会

１０月 岡山県安全・安心推進大会

庄内ひかりクラブ　防犯教室

役員会

１１月 防災訓練（高松地区）

１２月 青パト感謝の会（庄内小学校）

年末・年始　特別警戒

１月 年末・年始　特別警戒

２月

３月 役員会

資料１

　　　　　　※高松交番ミニパト同行パトロール　毎週火曜日１９時～（高松交番へ集合）

　　　　　　　一斉パトロール（生石婦人パトロール隊を中心）毎月第２・第３水曜日　

　　　　　　　庄内小学校保護者パトロール隊　定期パトロール 毎週水曜日・金曜日

平成２９年度事業報告書　平成２９年度事業報告書　平成２９年度事業報告書　平成２９年度事業報告書　

庄内学区安全・安心ネットワーク庄内学区安全・安心ネットワーク庄内学区安全・安心ネットワーク庄内学区安全・安心ネットワーク



資料２

項　　目 予算額 決　算　額 差　　額 備　　考

（収入の部）

前期繰越金 531,656 531,656 0

1　庄内学区連合町内会 630,000 637,200 7,200
２２町内

2　市社会福祉協議会高松支部 24,000 24,000 0

3　協賛金、寄付金 0 0 0

5　岡山市役所 50,000 50,000 0

6　コカコーラ支援金 20,000 8,304 -11,696

7　預金利息 5 4 -1

収入合計 1,255,661 1,251,164 -4,497

（支出の部） 予算額 決算額 差　　額 備　　考

1　青パト等講習会 20,000 0 -20000

2　防犯グッズ 300,000 276,480 -23520
庄内小新1年生防犯ブザー・トランシーバー他

3　事務用品 30,000 20,790 -9210
印刷用紙・インク

4　事務諸費 30,000 12,000 -18000
市施設自販機借地料他

5　役員会、防犯部会等会議費 30,000 4,680 -25320
会議　お茶

6　通信費 50,000 5,200 -44800
ハガキ・切手

7　防犯・防災教室等事業費 330,000 232,670 -97330
防災デイキャンプ・庄内まつり他

8　パトライト電球等補修部材 50,000 0 -50000

9　慶弔費 50,000 0 -50000

10　交通費、駐車料金 100,000 18,000 -82000

11　役員手当て 65,000 0 -65000

12　青パト（まもる君）維持費 150,000 200,714 50714
燃料代、保険、自動車税

13　予備費 50,661 0 -50661

支出合計 1,255,661 770,534 -485127

収支差額 480,630 次年度へ繰越

支出総合計 1,255,661 1,251,164 -4497

収支差額収支差額収支差額収支差額 480,630480,630480,630480,630

平成２９年度　庄内学区安全・安心ネットワーク収支決算書平成２９年度　庄内学区安全・安心ネットワーク収支決算書平成２９年度　庄内学区安全・安心ネットワーク収支決算書平成２９年度　庄内学区安全・安心ネットワーク収支決算書

円は、次年度へ繰り越し円は、次年度へ繰り越し円は、次年度へ繰り越し円は、次年度へ繰り越し



資料３

監事

監事

                   庄内学区安全・安心ネットワーク会長殿

平成２９年度　監査報告書

平成30年3月29日

庄内学区安全・安心ネットワークの平成２９年度収支決算について

事業報告書、決算報告書、収支関係帳簿、預金通帳により監査した結果

全て適正で正確に処理されていることを認め報告いたします。



資料４

役　　　職 氏　　名 所属団体・役職

会　　　長 池上　　進
庄内学区連合町内会　会長

副　会　長 内田　克己
庄内学区連合町内会　副会長

副　会　長 藤澤　和雄
庄内学区連合町内会　副会長

副　会　長 萩原　節子
庄内学区婦人会　会長

委　　　員 大森　宗八
高松地区老人会　会長

委　　　員 仁熊　利男
庄内学区体育協会　会長

委　　　員 笠井　祥司
高松地区民生委員・児童委員協議会　会長

委　　　員 上岡　弘明
庄内小学校 校長

委　　　員 前田　　亨
岡山市消防団生石分団　分団長　

庶　　　務 平　　敏久
庄内学区連合町内会　事務局長

会　　　計 松田　克義
庄内学区連合町内会　会計

監　　　事 宮本　　馨
庄内学区連合町内会　監事

監　　　事 東馬　弘子
庄内学区交通安全母の会　会長

学校部会長 上岡　弘明
庄内小学校 校長

防犯部会長 平　　敏久
庄内学区連合町内会　事務局長

福祉部会長 萩原　節子
庄内学区婦人会　会長

防災部会長 秋山　喜久夫

平成３０年度・平成３１年度

庄内学区安全・安心ネットワーク役員名簿（案）

任期：平成３２年度総会まで

専門部会



資料５

月 事　　業　　内　　容

４月 庄内保育園入園式

庄内小学校始業式にあわせた見守り活動

高松中学校　入学式

庄内小学校　入学式・庄内ひかりクラブ　入所式

庄内学区連合町内会　総会

岡山西警察署管内青パト隊長会議

庄内学区安全・安心ネットワーク　役員会

5月 交通安全啓発活動（和田モータース前）
庄内学区安全・安心ネットワーク　総会

岡山市消防団　高松分団・生石分団　子供見守り活動

6月 宗治祭　自主警備
庄内小学校　不審者侵入訓練・防犯教室

青パト講習会

ＨＵＧ研修会

７月 庄内学区連合町内会　臨時総会

岡山市防災キャンプ　応急手当実習

地域教育懇談会

役員会

庄内夏祭り　自主警備

８月 自主防犯パトロール隊合同会議（岡山西警察署）

防災デイキャンプ(庄内小学校)

９月 庄内小学校始業式にあわせた朝の挨拶運動と見守り活動

交通安全啓発活動（和田モータース前）

岡山市消防団　高松分団・生石分団　子供見守り活動

１０月 岡山県安全・安心推進大会

庄内ひかりクラブ　防犯教室

役員会

まほろば祭り　自主警備（高松城址・加茂・鯉山学区合同）

１１月 防災訓練(生石地区)

１２月 年末・年始　特別警戒

１月 年末・年始　特別警戒

２月

３月 役員会

　　　　　　※高松交番ミニパト同行パトロール　毎週火曜日１９時～（高松交番へ集合）

　　　　　　　庄内小学校保護者パトロール隊　定期パトロール 毎週水曜日・金曜日

平成３０年度庄内学区安全・安心ネットワーク

事業計画書（案）



資料６

項　　　目 前年度決算額 予算額 備　　　考

（収入の部）

前期繰越金 531,656 480,630

1　庄内学区連合町内会 637,200 640,000
２２町内

2　市社会福祉協議会高松支部 24,000 24,000

3　協賛金・寄付金 0 30,000

4　岡山市役所 50,000 50,000

5　コカコーラ支援金 8,304 10,000

6　預金利子 4 100

収入合計 1,251,164 1,234,730

（支出の部） 前年度決算額 予算額 備　　　考

1　青パト等講習会 0 30,000

2   防犯グッズ 276,480 230,000
トランシーバー他

3　 事務用品 20,790 50,000
印刷用紙・インク

4　 事務諸費 12,000 50,000
市施設自販機借地料他

5　 役員会・防犯部会等会議費 4,680 20,000

6　 通信費 5,200 50,000
ハガキ・切手

7　 防犯・防災教室等事業費 232,670 330,000

8　 パトライト電球等修理費 0 50,000

9　 慶弔費 0 50,000

10  交通費・駐車料金等 18,000 100,000

11　役員手当て 0 65,000

12　まもる君維持費 200,714 180,000
車検・自賠責・燃料代他

13　予備費 0 29,730

支出合計 770,534 1,234,730

収支差額 480,630

支出総合計 1,251,164 1,234,730

平成３０年度　庄内学区安全・安心ネットワーク　収支予算書（案）平成３０年度　庄内学区安全・安心ネットワーク　収支予算書（案）平成３０年度　庄内学区安全・安心ネットワーク　収支予算書（案）平成３０年度　庄内学区安全・安心ネットワーク　収支予算書（案）

※項目間の流用は可とする



庄内学区　安全・安心ネットワーク規約　庄内学区　安全・安心ネットワーク規約　庄内学区　安全・安心ネットワーク規約　庄内学区　安全・安心ネットワーク規約　

（名称及び拠点）

第1条  　本会は，庄内学区安全・安心ネットワーク（以下ネットワークという）と称し，事務所

は，会長宅に置く。

（組織及び会員）

第2条  　本ネットワークは，別表１に掲げる庄内学区内の各種団体をもって組織し，代表者を会員

とする。

（目的）

第3条  　本ネットワークは，庄内学区内の防犯に係る活動を始め，防災等の地域の課題を解決する

ために庄内学区内に組織される各種団体が連携し，相互に情報を共有することで，自発的に一体と

なった活動を展開し，暮らしやすい安全・安心のまちづくりの推進を図る。

（事業）

第4条     本ネットワークは，前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（1）   防犯パトロールの実施

（2）   防災会の活動

（3）   不法投棄・落書き防止等の監視抑制活動

（4）   学区児童登下校時の監視活動

（5）   電子町内会による事業の啓発活動

（6）   その他，本ネットワークの目的を達成するための事業

（役員）

第5条   本ネットワークに次の役員を置く。

(1)　会　長　　　　　　　　　　　１名
(2)　副会長　　　　　　　　　　  ３名
(3)　委　員　　　　　　　　　　若干名
(4)　庶  務　　　　　　　　　　　１名
(5)　会　計　　　　　　　　　　　１名
(6)　監　事　　　　　　　　　　　２名
　2  役員は，総会で選任する。
　3　役員の職務は，次のとおりとする。
　　（1）会長は，ネットワークを代表し，会務を統括する。
　　（2）副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代行する。
　　（3）委員は，本ネットワークが実施する事業の円滑な運営を図る。
　　（4）庶務は，本ネットワークの会議の調整の他，他の役員に属しない事務を処理する。
　　（5）会計は，本ネットワークの会計事務を処理する。
　　（6）監事は，本ネットワークの会計を監査し，役員会及び総会に報告する。
（役員の任期）

第6条  　役員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。また，補欠のため選任された役員
の任期は，前任者の残任期間とする。



（総会）

第7条     総会は，会員で構成し，必要に応じて会長が召集する。
2　総会の議長は，会長が務める。
3　総会は，次の事項を審議決定する。

（1）   事業計画及び事業報告

（2）   予算及び決算

（3）   規約の変更

（4）   役員の選任

（5）   その他重要事項

（役員会）

第8条   役員会は，第５条の役員で構成し，必要に応じて会長が招集する。

2    役員会の議長は，会長が務める。

3    役員会は，次の事項を審議決定する。

(1)　総会で審議すべき事項
(2)  総会で決定した事項の実施に関する事項
(3)  その他総会の決定を要しない事項
（総会及び役員会の成立及び表決）

第9条   総会及び役員会は，構成員の２分の１以上の出席により成立する。

2    議事は，出席した構成員の過半数をもって決し，可否同数のとき，議長の決するところによる。

（専門部会）

第10条　会長は，事業を円滑に実施するために必要と認めたときは，学校部会等の専門部会を設置
することができる。

2    専門部会の構成員は，役員会で決定し，専門部会構成員の互選により専門部会長を選任する。

3    専門部会は，必要に応じて専門部会長が招集する。

4    専門部会は，円滑に事業を実施するための専門的事項を審議決定する。

（経費）

第11条 　本ネットワークの経費は，助成金，寄付金，その他の収入をもってあてる。

（会計年度）

第12条 　本ネットワークの会計年度は，毎年4月1日から始まり，翌年3月31日をもって終わる。

（その他）

第13条　その他，この規約に定めるもののほか，ネットワークの運営に関して必要な事項は，別に
定める。

附則　この規約は，平成１８年７月１６日から施行する。

　　　この規約は，平成２０年４月２０日から改正施行する。




